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 皆様、夏が峠を過ぎて、少しずつ過ごしやすくなってきていま

すが、お変わりございませんか。私も頑張っております。 

 今年４月から岡山弁護士会の会長を務めており、士業等の総会

で挨拶をすることがよくあります。実は、歴代の会長に伝わる挨

拶メモがあるのですが、それらを全部無視して、アドリブだけで

挨拶をしておりますが、概ね好評です。 

 ７月１２日には、岐阜県弁護士会に呼ばれて、「これで安心！

中小企業の経営法務リスクマネジメント」の講演をしてきまし

た。私の著書を読まれた会員からの要望とのことで、誠に有難い

ことでした。 

 ７月２９日には、第３回経営法務リスクマネジメントセミナー

が参加者約１１８名と大成功に終わりました。ゲストの萩原工業

株式会社の萩原邦章会長におかれましては、ご多忙の中有難うご

ざいました。 

 最後は、８月１８日に、岡山弁護士会と姉妹提携をしている台

湾新竹弁護士会の７０周年記念式典に参加してきました。中国語

で挨拶を始めた瞬間にシーンとなり、一区切りついたところで万

雷の拍手をいただいたときは感動しました。やはり、親日国は感

じがいいですね。台湾のような親日国は世界に数多くあります。

このようなまともな国を我々は大切にして本物の友好を進めてい

かないといけませんね。 

 １０月２１日１３時３０分からは、岡山商工会議所において、

「企業の持続的発展と地方創生」と題するセミナーを行います。

斬新な切り口で事業承継を論じるので、興味のある方はぜひお越

しください。 

 

 

 

 

令和元年５月３１日 

岡山行政書士会定時総会 

令和元年７月２９日 

リスクマネジメントセミナー 

 

令和元年８月１８日 

台湾新竹弁護士会７０

周年記念式典 

令和元年７月１２日 

岐阜県弁護士会 

http://www.kobayashi-law-office.jp/
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岡山大学メールマガジン 
************************************************************************* 
 ■□法（ほう）～納得！第７０号□■        令和元年９月４日発行 
************************************************************************* 
～あおり運転にご注意を！～ 
 
 守谷市の常磐自動車道で起きたあおり運転殴打事件が，世間の注目を浴びたのを，ご記憶でしょうか。この事件では，加害者が，数キ
ロにわたり，被害者が運転する自動車の周辺で，急な車線変更や減速を繰り返した疑いがもたれています（あおり運転）。また，加害者
は，被害者が運転する自動車を無理やり停止させ，「殺すぞ」などと怒鳴りながら被害者の顔面を複数回殴打し，怪我をさせたとして，
傷害の疑いで逮捕されています。 
 この事件は，ドライブレコーダーの映像が残っていたこともあり，世間に衝撃を与え，連日のように報道されました。 
 今日は，あおり運転が世間の注目を浴びたことから，あおり運転がどのような罪に問われるのか等につき，ご説明したいと思います。 
 
○あおり運転とは？ 
 あおり運転とは，一般的に，道路を走行する自動車等に対し，周囲の運転者が何らかの原因や目的で運転中にあおる（嫌がらせ）こと
によって，道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。 
 具体的には，車間距離を極端につめる，急ブレーキをかける，必要のないパッシング・ハイビーム・クラクションによる威嚇，急な進
路変更，蛇行運転，幅寄せを行うことなどの行為を指します。 
 ただ，「あおり運転罪」という罪があるわけではないので，法律上，あおり運転の明確な定義はございません。 
 
○あおり運転罪？ 
 既に述べたとおり，現在，「あおり運転罪」という罪はありません。そのため，あおり運転は，既存の法律を適用して罰せられること
になります。 
 では，あおり運転は，どのような罪になるのでしょうか。 
 まず，道路交通法違反により，罰せられる可能性があります。例えば，あおり運転の一種である車間距離を詰める行為は，道路交通法
２６条に違反する可能性があり，これを高速自動車国道等で行った場合は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金，それ以外の場合は，五
万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また，急ブレーキをかける行為は，道路交通法２４条に違反する可能性があり，三月以
下の懲役又は五万円以下の罰金に処せられる可能性があります。このように，あおり運転の態様によっては，それが道路交通法違反に該
当し，罰せられる可能性があるのです。 
 次に，あおり行為に，暴行罪（刑法２０８条）が適用される可能性があります。暴行罪とは，人に暴行を加えることによって成立する
犯罪です。暴行罪の「暴行」とは，人の身体に対する不法な有形力の行使をいい，典型的には，人を殴る，蹴る，たたく等の行為がこれ
に該当します。ただ，暴行罪の暴行の範囲は広く，人の身体に直接接触しなくとも，被害者の身体に向けて不法に有形力を行使すれば暴
行に該当します。そのため，あおり行為が，人の身体に向けられた不法な有形力の行使とみなされれば，暴行罪で処罰され得るのです。
例えば，加害車両が，被害車両を追跡し，後方からパッシングを浴びせたりクラクションを鳴らしたりしたほか，加害車両を被害車両に
急接近させたり，加害車両を並進させたりした行為につき，暴行罪を適用した裁判例があります。 
 さらに，危険なあおり運転によって交通事故が起こり，被害者が死傷した場合には，危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転にはいくつかの類型があるのですが，あおり運転で問題となるのは，「人又は車の通行を妨害する目的で，走行中の自動車の直
前に進入し，その他通行中の人又は車に著しく接近し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」（自動車運
転死傷行為処罰法２条４号）が多いと思われます。仮に，あおり運転が危険運転に該当すると判断された場合は，これにより人を負傷さ
せた場合は１５年以下の懲役，人を死亡させた場合は１年以上の有期懲役に処せられる可能性があります。 
 このように，あおり運転を行うと，既存の法律であっても，重い罪に処せられる可能性があるのです。 
 
○行政処分 
 日本では，交通事故や交通違反の種類に応じて所定の点数を付けて，その点数が一定の基準に達すると免許の停止や免許の取消しとい
った行政処分を行うという制度（点数制度）が取られています。例えば，過去３年以内に行政処分を受けたことがない場合，６点から１
４点までは免許停止処分に，１５点以上は免許取消処分に該当します。行政処分歴が１回の場合，４点から９点で停止処分，１０点以上
は取消処分に該当します。行政処分歴が３回以上の場合は，２点又は３点で停止処分，４点以上は取消処分に該当します。 
 あおり運転が道路交通法違反に該当すると，当然ながら，点数が加算されます。例えば，高速自動車国道等車間距離不保持は２点，そ
れ以外の車間距離不保持は１点，急ブレーキ禁止違反は２点等です。ただ，あおり運転の場合，点数が低くとも，危険性帯有による運転
免許の停止等の行政処分がなされる可能性があります（道路交通法１０３条１項８号）。危険性帯有とは，「自動車等を運転することが
著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には，危険性帯有者として，点数制度による処分に至らない場合であっ
ても運転免許の停止処分（最長１８０日間）が行われるというものです。 
 このように，あおり運転は，行政処分においても厳しく取り締まられているのです。 
 
○あおり運転への対処方法 
 では，あおり運転の被害にあった場合は，どうすればよいでしょうか。まず，自動車の窓やドアを閉めて鍵をかけ，路肩やサービスエ
リアなどの安全な場所に避難することで，身の安全を確保します。そして，加害者が追いかけてきたり脅したりして身の危険を感じるよ
うなら，ためらわずに警察に通報しましょう。その上で，可能であれば，ドライブレコーダーを作動させるなどして，加害者の行為を記
録に残すようにしましょう。これにより，加害者を処罰しやすくなりますし，損害賠償請求もしやすくなるからです。 
 政府は，あおり運転の厳罰化への検討を進めているようです。また，自治体によっては，ドライブレコーダーの購入費を補助していま
す。このように，あおり運転に対する世間の目は厳しくなりつつあります。とはいえ，あおり運転が直ちになくなるわけではありませ
ん。そのため，あおり運転にあったときにはどのように行動すべきかを事前に検討しておいた方がよいでしょう。 
 これからの行楽シーズンは，自動車で出かけられる方も増えると思いますので，運転には十分にお気を付け下さい。 
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岡山大学メールマガジン 
************************************************************************* 
 ■□法（ほう）～納得！第７１号□■       令和元年１０月３日発行 
************************************************************************* 
～災害と法律（１）～ 
 
 平成３０年７月豪雨災害から，１年が経過しました。岡山県によると，令和元年６月末時点で，平成３０年７月豪雨で被災した河川，
道路，防災施設のうち，約５８％の箇所で復旧工事に着手したようです。徐々に復旧が進んではいますが，完全復旧には，まだまだ時間
がかかりそうです。 
 そのような中，またしても，新見市で，局地的な豪雨による土砂崩れが発生しました。全国に目をやると，千葉県の台風被害が，連日
報道されています。残念なことですが，日本全国どこに住んでいても，災害に遭うリスクがあります。 
 そこで，今回は，災害と法律，特に災害時の医療につき，情報提供をさせて頂くことにしました。このような知識を生かす機会がない
ことを願いますが，被災されたときには是非お役に立てて頂きたいと思います。 
  
○災害医療の体制 
 防災に関する事務処理についての一般法として，災害対策基本法があります。同法に基づき，防災基本計画が定められています。 
 防災基本計画では，災害時の医療についても定められています。 
 １つは，災害拠点病院の選定です。災害拠点病院とは，災害時における拠点医療施設となる施設であり，これを選定することにより，
災害発生時における救急医療体制の整備に努めるよう求められています。災害拠点病院の要件は複数ありますが，一例を挙げると，２４
時間緊急対応し，災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること，災害発生時に，被災地から
の傷病者の受入れ拠点にもなること，災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)を保有し，その派遣体制があること，原則として，病院敷地内にヘ
リコプターの離着陸場を有すること，診療機能を有する施設は耐震構造を有すること，通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等
を保有し，３日分程度の燃料を確保しておくこと等があります。 
 岡山県では，平成２７年４月１日時点で，総合病院岡山赤十字病院が基幹災害拠点病院に指定されており，ほかに，岡山済生会総合病
院，国立病院機構岡山医療センター，岡山大学病院，川崎医科大学附属病院等，８つの災害拠点病院が指 
定されています。 
 もう１つは，災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を編成し，また，災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に参加する医師等の研修や，同チー
ムの訓練等を行うよう求められています。災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とは，災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニング
を受けた医療チームのことであり，Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍの頭文字をとって略して「ＤＭ
ＡＴ（ディーマット）」と呼ばれています。医師，看護師，業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され，大規模
災害や多傷病者が発生した事故などの現場に，急性期（おおむね４８時間以内）から活動できる機動性を持った，専門的な訓練を受けた
医療チームです。 
 このように，被災地域では，災害拠点病院を中心に医療が提供されると共に，被災地域外の医療機関からは，ＤＭＡＴを派遣するな
ど，災害時に十分な医療を提供できるよう，災害医療の体制が整備されています。 
 
○災害直後の医療 
 災害直後の医療については，災害救助法に定めがあります。災害救助法は，昭和南海地震の経験から生まれた法律であり，「災害に際
して，…応急的に，必要な救助を行い，被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」としています 
（災害救助法１条）。 
 災害救助法では，原則として，救護班で対応した応急的な医療が実施されます。すなわち，災害が発生したときに，必要に応じて速や
かに救護班が編成・派遣され，災害のため医療の途を失った者に対して法による医療を実施します。医療の内容は，診療，薬剤又は治療
材料の支給，処置，手術その他の治療及び施術，病院又は診療所への収容です。 
 かかる医療は，医療を必要とする方であれば，その医療を必要とするに至った理由を問わず，つまり，災害により負傷した方はもちろ
ん，災害とは直接関係のない原因であっても，災害により，医療を受けられなくなった方であれば等しく 
医療を受けられます。 
 災害救助法による医療は，原則として，災害発生の日から１４日とされていますが，期間の延長も認められています。 
 
○被災に伴う国民健康保険等の一部負担金（自己負担分）の免除等の取り扱い 
 災害が発生すると，特例として，国民健康保険等の自己負担分が免除等されることがあります。 
 平成３０年７月豪雨では，次の要件をいずれも満たす方は，自己負担分の支払いが免除されています。 
ア 災害救助法の適用市町村に住所を有する方で，適用市町村の国民健康保険等に加入していること 
イ 次のいずれかに該当すること 
(1) 住家の全半壊，全半焼，床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方 
(2) 主たる生計維持者が死亡し，または重篤な傷病を負われた方 
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方 
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止，または休止された方 
(5) 主たる生計維持者が失職し，現在収入がない方 
 自己負担分の免除等を受けるには，保健医療機関を受診するに際し，健康保険証に加え，免除証明書を提示する必要があります。免除
証明書発行の手続きは，ご自身が加入されている保険者に問い合わせることになります。 
 また，自己負担分の免除対象になる方が，既に病院や薬局で金銭を支払ったときは，その還付を受けることもできます。そして，自己
負担分の還付を受けるには，保険者に対し，その申請を行う必要がありますが，その手続きの詳細は，保険者に問い合わせることになり
ます。申請書には，領収書等を添付するよう求められるときがあるため，被災された後に保険医療機関を受診される際は，領収書等の資
料を保管された方が安全です。 
 これらの情報は，行政のホームページや，保険者のホームページで公開されていますので，必ず確認するようになさってください。 
 なお，倉敷市のホームページによると，平成３０年７月豪雨災害に係る健康保険等の自己負担分の減免期間を，倉敷市が独自に，令和
元年１２月末まで延長する（国の措置は，令和元年６月末で終了）と記載されています。 
 
 今回は，主に，災害医療について，ご説明をさせて頂きました。日本では，申請主義が取られることが多いため，何らかの行政サービ
ス等を受けようとすると，まずは，情報収集から始めなければなりません。非常に面倒なことではありますが，行政の広報やホームペー
ジなどを確認し，適宜，行政サービスを利用して頂ければと思います。 
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熊本県の個性的な温泉 

 熊本県は、源泉の数とか源泉湧出量という点では同じ九州の大分県、鹿児島県の後塵を拝するので

すが、なかなか個性的な温泉が多いところなので、ご紹介します。 

１ 凍える温泉 寒の地獄温泉 

 底から直湧きの冷泉（霊泉とも言われる）の温度は１４度です。健康ランドのサウナの水風呂より

も少し低いくらいの温度です。硫黄分のせいで温度よりもずっと体が凍える感じがします。３分入っ

ていたらポカポカ暖まってくると言われていますが、その前に入浴継続が不可能な状態になります。

だから私はやりません。夏場でもストーブがガンガンです。 

 

 

 

 

２ 痛い温泉 筋湯温泉 うたせ湯 

筋湯温泉は岡山では少しネームバリューが弱い感じですが、２０件くらいの旅館がひしめく九州で

は比較的有名な湯量の多い温泉地です。うたせ湯とは、上からドバドバ落ちてくる源泉に凝った肩と

か腰を当てて筋を伸ばすということなのですが、筋がどうこういうよりも単に痛い。だから私はやり

ません。 

 

 

 

 

３ 恥ずかしい温泉 満願寺温泉 川湯 

 通学路から丸見えの「日本一恥ずかしい温泉」といわれているところです。私が浸かっている浴槽

の隣は、地元の方が野菜などを洗う所です。浴槽に入っているときも恥ずかしいのですが、着替えは

その裏の小道でやるので、さらに厳しいことになります。 

  

  

 


